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議案第１８号 

 

 令和２年度矢吹町一般会計予算 

 

 令和２年度矢吹町一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，２３０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 

「第２表 債務負担行為」による。 

（地 方 債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、８００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの 

 経費の各項の間の流用 

(2) 各項に計上した需用費（食糧費を除く。）及び役務費（保険料を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの 

 経費の各項の間の流用 

 

 令和２年２月２８日提出 

 矢 吹 町 長  蛭 田 泰 昭 
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歳   入 （単位：千円）

1 2,320,532

1 町 民 税 842,945

2 固 定 資 産 税 1,246,949

3 軽 自 動 車 税 56,885

4 町 た ば こ 税 159,082

5 入 湯 税 14,671

2 106,930

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 29,630

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 76,000

3 森 林 環 境 譲 与 税 1,300

3 2,400

1 利 子 割 交 付 金 2,400

4 6,500

1 配 当 割 交 付 金 6,500

5 5,000

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 5,000

6 440,000

1 地 方 消 費 税 交 付 金 440,000

7 16,000

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 16,000

8 1

1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1

9 10,000

1 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金 10,000

10 13,000

1 地 方 特 例 交 付 金 13,000

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　　　額

町 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金
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（単位：千円）

11 1,784,172

1 地 方 交 付 税 1,784,172

12 2,000

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 2,000

13 5,487

1 分 担 金 2,490

2 負 担 金 2,997

14 98,618

1 使 用 料 91,110

2 手 数 料 7,508

15 1,109,696

1 国 庫 負 担 金 566,330

2 国 庫 補 助 金 541,151

3 国 庫 委 託 金 2,215

16 945,194

1 県 負 担 金 331,611

2 県 補 助 金 600,841

3 県 委 託 金 12,742

17 90,504

1 財 産 運 用 収 入 12,152

2 財 産 売 払 収 入 78,352

18 22,004

1 寄 附 金 22,004

19 469,123

1 基 金 繰 入 金 469,123

款 項 金　　　　　額

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金
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（単位：千円）

20 20,000

1 繰 越 金 20,000

21 106,739

1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 3,000

2 町 預 金 利 子 5

3 雑 入 103,734

22 656,100

1 町 債 656,100

8,230,000

款 項 金　　　　　額

繰 越 金

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計

諸 収 入

町 債
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歳   出 （単位：千円）

1 104,612

1 議 会 費 104,612

2 1,055,709

1 総 務 管 理 費 865,021

2 徴 税 費 114,840

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 56,193

4 選 挙 費 6,650

5 統 計 調 査 費 12,413

6 監 査 委 員 費 592

3 1,773,883

1 社 会 福 祉 費 892,144

2 児 童 福 祉 費 881,739

4 894,509

1 保 健 衛 生 費 705,940

2 清 掃 費 166,509

3 水 道 費 22,060

5 1,200

1 労 働 諸 費 1,200

6 778,043

1 農 業 費 455,220

2 林 業 費 322,823

7 150,953

1 商 工 費 150,953

款 項 金　　　　　額

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費
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（単位：千円）

8 961,609

1 土 木 管 理 費 169,483

2 道 路 橋 り ょ う 費 330,636

3 河 川 費 305

4 都 市 計 画 費 363,568

5 住 宅 費 97,617

9 304,601

1 消 防 費 304,601

10 1,121,899

1 教 育 総 務 費 178,240

2 小 学 校 費 271,408

3 中 学 校 費 55,352

4 幼 稚 園 費 308,808

5 社 会 教 育 費 206,386

6 保 健 体 育 費 101,705

11 334,205

1 農 業 施 設 災 害 復 旧 費 111,314

2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 222,891

12 738,777

1 公 債 費 738,777

13 10,000

1 予 備 費 10,000

8,230,000

款 項 金　　　　　額

土 木 費

消 防 費

教 育 費

予 備 費

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計

災 害 復 旧 費

公 債 費
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第 ２ 表　債務負担行為

事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　度　　　　額

自　令和２年度

至　令和４年度

自　令和２年度

至　令和４年度

自　令和２年度

至　令和４年度

矢 吹 町 都 市 公 園 等
指 定 管 理 料

２４，０００千円

矢 吹 町 勤 労 者 体 育 施 設
指 定 管 理 料

３，０００千円

矢 吹 町 体 育 施 設
指 定 管 理 料

３，６００千円
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第 ３ 表　地方債

起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利　　　　 率 借　入　先 償　　　　　　還　　　　　　の　　　　　　方　　　　　　法

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

公 営 住 宅 建 設 事 業 債 15,000
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

都 市 公 園 安 全 ・ 安 心 対 策
緊 急 総 合 支 援 事 業 債

9,400
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

地 方 道 路 等 整 備 事 業 債 99,300
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

狭あい道路整備等事業債 4,500
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

庁 舎 改 修 事 業 債 13,500
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

地 域 集 会 所 整 備 事 業 債 15,000
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）
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起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利　　　　 率 借　入　先 償　　　　　　還　　　　　　の　　　　　　方　　　　　　法

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金  起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 事 業 債

60,000
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

農業施設災害復旧事業債 34,100
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

災 害 援 護 資 金 貸 付 金 債 2,500
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

臨 時 財 政 対 策 債 240,000
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

学 校 教 育 施 設 等 整 備
事 業 債 （ 小 学 校 ）

134,100
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

緊 急 防 災 減 災 事 業 債 28,700
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）
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議案第１９号 

 

 令和２年度矢吹町国民健康保険特別会計予算 

 

 令和２年度矢吹町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，７５０，７９５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と 

定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に、過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の間の流用 

 

 令和２年２月２８日提出 

 矢 吹 町 長  蛭 田 泰 昭 

 

- 10 -
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歳   入 （単位：千円）

1 396,950

1 国 民 健 康 保 険 税 396,950

2 201

1 手 数 料 201

3 1,445

1 国 庫 補 助 金 1,445

4 1,194,659

1 県 補 助 金 1,194,658

2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 1

5 32

1 財 産 運 用 収 入 32

6 154,396

1 他 会 計 繰 入 金 121,784

2 基 金 繰 入 金 32,612

7 1

1 繰 越 金 1

8 3,110

1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 2,004

2 受 託 事 業 収 入 1

3 雑 入 1,105

9 1

1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 1

1,750,795

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　　　額

国 民 健 康 保 険 税

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

繰 入 金

繰 越 金

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計

諸 収 入

町 債

- 11 -
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歳   出 （単位：千円）

1 36,082

1 総 務 管 理 費 31,744

2 徴 税 費 4,205

3 運 営 協 議 会 費 133

2 1,180,499

1 療 養 諸 費 1,028,534

2 高 額 療 養 費 144,060

3 移 送 費 201

4 出 産 育 児 一 時 金 6,304

5 葬 祭 諸 費 1,400

3 486,338

1 医 療 給 付 費 分 333,206

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 112,068

3 介 護 納 付 金 分 41,064

4 1

1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1

5 39,475

1 特 定 検 診 診 査 等 事 業 費 22,082

2 保 健 事 業 費 17,393

6 34

1 基 金 積 立 金 34

7 103

1 公 債 費 102

2 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金 1

款 項 金　　　　　額

総 務 費

保 険 給 付 費

国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金

保 健 事 業 費

基 金 積 立 金

公 債 費

- 12 -
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（単位：千円）

8 3,263

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 3,262

2 延 滞 金 1

9 5,000

1 予 備 費 5,000

1,750,795

予 備 費

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計

款 項 金　　　　　額

諸 支 出 金

- 13 -
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議案第２０号 

 

 令和２年度矢吹町公共下水道事業特別会計予算 

 

 令和２年度矢吹町公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５７８，８１８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 

「第２表 債務負担行為」による。 

（地 方 債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。 

 

 令和２年２月２８日提出 

 矢 吹 町 長  蛭 田 泰 昭 
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歳   入 （単位：千円）

1 15,918

1 負 担 金 15,918

2 127,206

1 使 用 料 127,133

2 手 数 料 73

3 37,700

1 国 庫 補 助 金 37,700

4 301

1 県 補 助 金 301

5 4

1 財 産 運 用 収 入 4

6 231,486

1 他 会 計 繰 入 金 231,486

2 基 金 繰 入 金 0

7 100

1 繰 越 金 100

8 3

1 諸 収 入 3

9 166,100

1 町 債 166,100

578,818

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　　　額

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

町 債

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計

- 15 -
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歳   出 （単位：千円）

1 158,363

1 総 務 管 理 費 158,363

2 133,406

1 事 業 費 133,406

3 286,049

1 公 債 費 286,049

4 1,000

1 予 備 費 1,000

578,818

款 項 金　　　　　額

総 務 費

予 備 費

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計

事 業 費

公 債 費

- 16 -

- 16 -



第 ２ 表　債務負担行為

事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　　　　　　　　　　　度　　　　　　　　　　　　　　額

水 洗 便 所 改 造 資 金 自　令和2年度

利 子 補 給 事 業 至　令和7年度

水 洗 便 所 改 造 資 金 自　令和2年度

損 失 保 証 至　令和7年度

 10,000千円に対する年利 4.5％以内の元金償還金に係る利子の総額

 10,000千円に対する年利 4.5％以内の元金償還金に係る元金、利子及び遅延利息に対する損失保証

- 17 -

- 17 -



第 ３ 表　地方債

起　債　の　目　的 限　　度　　額 起 債 の 方法 利　　　　 率 借　入　先 償　　　　　　還　　　　　　の　　　　　　方　　　　　　法

千円 ５．０以内　　％ 財 政 融資 資金  起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債権発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０以内　　％ 財 政 融資 資金  起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

下水道事業資本費平準化債 普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

（ 公 共 下 水 道 ） は債権発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０以内　　％ 財 政 融資 資金  起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

下水道事業債特別措置分 普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

( 公 共 下 水 道 ) は債権発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０以内　　％ 財 政 融資 資金  起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債権発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０以内　　％ 財 政 融資 資金  起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

下水道事業資本費平準化債 普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

（ 流 域 下 水 道 ） は債権発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０以内　　％ 財 政 融資 資金  起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

下水道事業公営企業会計適用債 普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

（ 公 共 下 水 道 ） は債権発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

流 域 下 水 道 事 業 債 1,600

65,400

67,800公 共 下 水 道 事 業 債

（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

15,500

1,900
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

13,900
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

- 18 -

- 18 -



議案第２１号 

 

 令和２年度矢吹町土地造成事業特別会計予算 

 

 令和２年度矢吹町土地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３７３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２０，０００千円と 

定める。 

 

 令和２年２月２８日提出 

 矢 吹 町 長  蛭 田 泰 昭 

 

- 19 -

- 19 -



歳   入 （単位：千円）

1 373

1 繰 越 金 373

373

歳   出 （単位：千円）

1 373

1 土 地 造 成 事 業 費 373

373

金　　　　　額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　　　額

繰 越 金

土 地 造 成 事 業 費

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計

款 項

- 20 -
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議案第２２号 

 

 令和２年度矢吹町農業集落排水事業特別会計予算 

 

 令和２年度矢吹町農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１１，９４６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 

「第２表 債務負担行為」による。 

（地 方 債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５０，０００千円と定める。 

 

 令和２年２月２８日提出 

 矢 吹 町 長  蛭 田 泰 昭 
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歳   入 （単位：千円）

1 420

1 分 担 金 420

2 28,403

1 使 用 料 28,403

3 28,250

1 国 庫 補 助 金 28,250

4 1,695

1 県 補 助 金 1,695

5 142,576

1 他 会 計 繰 入 金 142,576

6 1

1 繰 越 金 1

7 110,600

1 町 債 110,600

8 1

1 諸 収 入 1

311,946

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　　　額

分 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

繰 入 金

繰 越 金

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計

町 債

諸 収 入

- 22 -
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歳   出 （単位：千円）

1 67,571

1 維 持 管 理 費 67,571

2 76,401

1 事 業 費 76,401

3 167,674

1 公 債 費 167,674

4 300

1 予 備 費 300

311,946

款 項 金　　　　　額

維 持 管 理 費

予 備 費

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計

事 業 費

公 債 費

- 23 -
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第 ２ 表　債務負担行為

事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　　　　　　　　　　　度　　　　　　　　　　　　　　額

水 洗 便 所 改 造 資 金 自　令和2年度

利 子 補 給 事 業 至　令和7年度

水 洗 便 所 改 造 資 金 自　令和2年度

損 失 保 証 至　令和7年度

 10,000千円に対する年利 4.5％以内の元金償還金に係る利子の総額

 10,000千円に対する年利 4.5％以内の元金償還金に係る元金、利子及び遅延利息に対する損失保証

- 24 -
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第 ３ 表　地方債

起　債　の　目　的 限　　度　　額 起 債 の 方法 利　　　　 率 借　入　先 償　　　　　　還　　　　　　の　　　　　　方　　　　　　法

千円 ５．０以内　　％ 財 政 融資 資金  起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

下水道事業資本費平準化債 普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

（ 集 落 排 水 施 設 ） は債権発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０以内　　％ 財 政 融資 資金  起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債権発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０以内　　％ 財 政 融資 資金  起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債権発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

55,700
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

13,900
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

農 業 集 落 排 水 事 業 債 41,000
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

公営企業会計適用債

- 25 -
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議案第２３号 

 

 令和２年度矢吹町介護保険特別会計予算 

 

 令和２年度矢吹町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，４５３，７５０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と 

定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に、過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の間の流用 

 

 令和２年２月２８日提出 

 矢 吹 町 長  蛭 田 泰 昭 
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歳   入 （単位：千円）

1 305,500

1 介 護 保 険 料 305,500

2 1

1 手 数 料 1

3 318,977

1 国 庫 負 担 金 234,723

2 国 庫 補 助 金 84,254

4 371,507

1 支 払 基 金 交 付 金 371,507

5 206,726

1 県 負 担 金 194,441

2 県 補 助 金 12,285

6 14

1 財 産 運 用 収 入 14

7 242,002

1 一 般 会 計 繰 入 金 231,530

2 基 金 繰 入 金 10,472

8 9,022

1 雑 入 9,021

2 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 1

9 1

1 繰 越 金 1

1,453,750

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　　　額

保 険 料

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

支 払 基 金 交 付 金

県 支 出 金

財 産 収 入

繰 入 金

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計

諸 収 入

繰 越 金
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歳   出 （単位：千円）

1 44,682

1 総 務 管 理 費 31,930

2 徴 収 費 1,248

3 介 護 認 定 審 査 会 費 11,314

4 趣 旨 普 及 費 101

5 運 営 協 議 会 費 89

2 1,320,513

1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 1,194,179

2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 38,944

3 そ の 他 諸 費 1,080

4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 27,480

5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 4,060

6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 54,770

3 83,239

1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業費 55,110

2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 351

3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 27,528

4 そ の 他 諸 費 120

5 高 額 総 合 事 業 サ ー ビ ス 費 130

4 15

1 基 金 積 立 金 15

5 301

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 301

6 5,000

1 予 備 費 5,000

1,453,750

款 項 金　　　　　額

総 務 費

保 険 給 付 費

地 域 支 援 事 業 費

基 金 積 立 金

諸 支 出 金

予 備 費

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計
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議案第２４号 

 

 令和２年度矢吹町後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和２年度矢吹町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８９，３６４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と 

定める。 

 

 令和２年２月２８日提出 

 矢 吹 町 長  蛭 田 泰 昭 
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歳   入 （単位：千円）

1 138,381

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 138,381

2 2

1 手 数 料 2

3 1

1 寄 附 金 1

4 50,574

1 一 般 会 計 繰 入 金 50,574

5 1

1 繰 越 金 1

6 405

1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 2

2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 400

3 貸 付 金 収 入 1

4 受 託 事 業 収 入 1

5 雑 入 1

189,364

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　　　額

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

使 用 料 及 び 手 数 料

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計
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歳   出 （単位：千円）

1 8,937

1 総 務 管 理 費 8,567

2 徴 収 費 370

2 180,025

1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 180,025

3 401

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 400

2 繰 出 金 1

4 1

1 予 備 費 1

189,364

款 項 金　　　　　額

総 務 費

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

諸 支 出 金

予 備 費

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計
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議案第 ２５ 号

 令和２年度矢吹町水道事業会計予算

（総則）

 第１条　令和２年度矢吹町水道事業会計予算は、次の定めるところによる。

（業務の予定量）

 第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

 （１）給水戸数　　　　　　　　　　　　６，７３７戸

 （２）年間総給水量　　　　　　１，６０１，９１１立方メートル

 （３）一日平均給水量　　　　　　　　　４，３８８立方メートル

 （４）上水道整備事業

 イ）配水管布設整備事業　　　　 　 　　　　　　　　　１０５，０００千円

（収益的収入及び支出）

 第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

 収入

 第１款　水道事業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０６，７５２千円

 第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９１，５２５千円

 第２項　営業外収益　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　１５，２２５千円

 第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２千円

 支出

 第１款　水道事業費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３７，７０３千円

 第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０５，０７０千円

 第２項　営業外費用　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　３０，５８３千円

 第３項　特別損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０５０千円

 第４項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００千円

（資本的収入及び支出）

 第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８９，８４３千円は、

 当年度消費税資本的収支調整額１１，１００千円、過年度分損益勘定留保資金７８，７４３千円で補てんするものとする。）
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 収入

 第１款　資本的収入　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　１３４，２０９千円

 第１項　企業債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１６，５００千円

 第２項　出資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，２０７千円

 第３項　負担金　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　２，５０２千円

 支出

 第１款　資本的支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２４，０５２千円

 第１項　建設改良費　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　１２２，１００千円

 第２項　企業債償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００，９５２千円

 第３項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００千円

（企業債）

 第５条　企業債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。

起債の目的 限度額 起債の方法 利　　　率 償　　還　　の　　方　　法

配水管布設事業
 千円
 １1６，５００

普通貸借
又は債券発行

5.0％以内（ただし、利率
見直し方式で借り入れる資
金について、利率の見直し
を行った後においては、当
該見直し後の利率）

起債の日から30年以内（内据置5年以内）の期間において政府
資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはそ
の債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合によ
り据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利
に借り換えをすることができる。

（一時借入金）

 第６条　一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用できない経費）

 第７条　次に掲げる経費について、その経費の金額をそれ以外の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

 議会の議決を経なければならない。

 （１）職員給与費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，６５３千円

（たな卸資産の購入限度額）

 第８条　たな卸資産購入限度額は、５，０００千円と定める。

 令和２年２月２８日提出

 矢吹町長　蛭田 泰昭
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予定額

 1 水道事業収益 406,752

 1 営業収益 391,525

 1 給水収益 374,797

 2 受託工事収益 5,500

 3 その他営業収益 11,228

 2 営業外収益 15,225

 1 受取利息 30

 2 一時借入金 1

 3 雑収益 403

 4 他会計負担金 6,853

 5 長期前受金戻入 7,938

 3 特別利益 2

 1 固定資産売却益 1

 2 過年度損益修正
益

1

予定額

 2 水道事業費用 437,703

 1 営業費用 405,070

 1 原水及び浄水費 171,654

 2 配水及び給水費 28,270

 3 受託工事費 5,500

 4 総係費 51,657

令和2年度矢吹町水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入 （単位：千円）

款 項 目 備    考

支 出 （単位：千円）

款 項 目 備    考
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予定額

 5 減価償却費 145,958

 6 資産減耗費 2,001

 7 その他営業費用 30

 2 営業外費用 30,583

 1 支払利息及び企
業債取扱費

17,783

 2 消費税 12,800

 3 特別損失 1,050

 1 固定資産売却損 50

 2 過年度損益修正
損

1,000

 4 予備費 1,000

 1 予備費 1,000

（単位：千円）

款 項 目 備    考
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予定額

 3 資本的収入 134,209

 1 企業債 116,500

 1 企業債 116,500

 2 出資金 15,207

 1 負担区分に基づ
かない出資金

15,207

 3 負担金 2,502

 1 工事負担金 2,501

 2 他会計負担金 1

予定額

 4 資本的支出 224,052

 1 建設改良費 122,100

 1 配水設備費 119,000

 2 営業設備費 3,100

 2 企業債償還金 100,952

 1 企業債償還金 100,952

 3 予備費 1,000

 1 予備費 1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 （単位：千円）

款 項 目 備    考

支 出 （単位：千円）

款 項 目 備    考
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